
これまで県内では、通行禁止道路の通行許可を受けた方が禁

止道路を通行するときは、通行許可証（申請書の下欄が許可証

となっているＡ４版の様式）と通行許可標章（Ｂ５版の様式）

の両方が必要でしたが、令和４年４月１日（金）から

「通行許可標章」を廃止

し、通行許可証のみとなります。

通行許可標章の廃止について

許可を受けた道路を通行するときは、交付された許可証を携
帯していなければなりません。
令和４年３月31日までに許可を受け、４月１日以降にも及ぶ

ときは、４月１日以降は標章が不要となりますのでご留意くだ
さい。

通行許可標章 B5版

廃 止令和４年４月１日からは
通行許可証のみの交付

となります。

通行許可証 A4版

通行禁止道路の標識の例

『自転車及び歩行者専用標識』

【問い合わせ先】
福島県警察本部 交通部 交通規制課
ＴＥＬ ０２４－５２２－２１５１（代表）


